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補助金等交付規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義
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補助金等交付規則の一部を改正する規則

補助金等交付規則 (昭和��年島根県規則第��号) の一部を次のように改正する｡

別表第��号を次のように改める｡

�� 電源立地地域対策交付金

別表中第��号を削り､ 第��号を第��号とし､ 第��号から第��号までを	号ずつ繰り上げ､ 第�
号を削り､ 第��号を第��

号とし､ 第��号を第�
号とする｡


 �

	 この規則は､ 平成��年�月	日から施行する｡

� この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の補助金等交付規則別表第��号､ 第��号及び第�
号に掲げ

る交付金については､ 同日以後もこの規則による改正後の補助金等交付規則第�条から第��条までの規定の適用がある

ものとする｡

号外第��号 平成��年�月��日 (�)
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補助金等交付規則の一部を改正する規則 (財 政 課)
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◇������������ !"#�� (規則第��号)

	 規則の概要

規則の適用対象とする負担金及び交付金の範囲を改正することとした｡ (別表関係)

� 施行期日

平成��年�月	日から施行することとした｡
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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